
浦安市規則第 ３ 号

浦安市公文書管理規則の一部を改正する規則

浦安市公文書管理規則（平成13年規則第54号）の一部を次のように改正する。

第12条第４項第２号中「浦安市個人情報保護条例（平成15年条例第32号）」

を「個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）」に、「浦安市個人

情報保護条例第18条第１項」を「同法第78条第１項第４号」に、「第29条第１

項」を「同法第94条第１項」に、「第37条第１項」を「同法第102条第１項」

に改める。

附 則

この規則は、令和５年４月１日から施行する。


